
各施設の使用料金改定一覧 単位：円

施　　設 現　　　　行 改　　定　　後
備　　　考 所管

名　　称 区　　分 料金区分 使用料 料金区分 使用料

なつき
文　化
ホール

多目的
ホール

ﾎｰﾙ、
舞台
ほか

3時間未満 2,100 3時間未満 3,150

生
涯
学
習
課

社
会
教
育
係

3時間以上5時間未満 3,150 3時間以上5時間未満 4,720

5時間以上10時間未満 5,770 5時間以上10時間未満 8,650

10時間以上 7,350 10時間以上 11,020

ﾎｰﾙ
のみ

3時間未満 1,680 3時間未満 2,520

3時間以上5時間未満 2,520 3時間以上5時間未満 3,780

5時間以上10時間未満 4,510 5時間以上10時間未満 6,760

10時間以上 5,770 10時間以上 8,650

舞　　台

3時間未満 630 3時間未満 940

3時間以上5時間未満 940 3時間以上5時間未満 1,410

5時間以上10時間未満 1,680 5時間以上10時間未満 2,520

10時間以上 2,100 10時間以上 3,150

教養文化室
第1、第2研修室
第1、第2楽屋

3時間未満 310 3時間未満 460

3時間以上5時間未満 470 3時間以上5時間未満 700

5時間以上10時間未満 840 5時間以上10時間未満 1,260

10時間以上 1,050 10時間以上 1,570

冷暖房 1時間当たり 210 冷暖房 1時間当たり 310

備　　品 舞台照明装置1式 1時間当たり 520 舞台照明装置1式 1時間当たり 780

下山田
小学校
白　馬
ホール

ホール

全面 冷房・暖房使用料

　 1時間当たり
（営利、営業宣
伝等の目的で
利用する場合の
使用料は、料金
合計額の10割
増とする。）

2,100 冷暖房使用料

　 1時間当たり
（営利、営業宣
伝等の目的で
利用する場合の
使用料は、料金
合計額の10割
増とする。）

3,150

ｽﾃｰｼﾞのみ
施設使用料 1,575 施設使用料 1,570

冷房・暖房使用料 2,100 冷暖房使用料 1,570

研修会議室 冷房・暖房使用料 210 冷暖房使用料 310

和　　室
施設使用料 525 施設使用料 520

冷房・暖房使用料 210 冷暖房使用料 310

山　 田
生　 涯
学習館

視聴覚室
施設使用料

   1 時 間
   当 た り
（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

1,800 施設使用料

   1 時 間
   当 た り
（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

1,890

冷房・暖房使用料 1,200 冷暖房使用料 1,800

市民ギャラリー
施設使用料 1,000 施設使用料 1,050

冷房・暖房使用料 200 冷暖房使用料 300

第1研修室
施設使用料 500 施設使用料 520

冷房・暖房使用料 100 冷暖房使用料 150

第2研修室
施設使用料 500 施設使用料 520

冷房・暖房使用料 100 冷暖房使用料 150

第3研修室
施設使用料 500 施設使用料 520

冷房・暖房使用料 100 冷暖房使用料 150

第4研修室
施設使用料 500 施設使用料 520

冷房・暖房使用料 100 冷暖房使用料 150

和　　室
施設使用料 700 施設使用料 730

冷房・暖房使用料 300 冷暖房使用料 450

備　　品

視聴覚機材 1式（1時間当たり） 1,050 視聴覚機材 1式（1時間当たり） 1,100

パネル 1式（1日当たり） 50
　備品に対する使
用料は設定しな
い



山田市民
センター

講　　堂
施設使用料

 　 1 時 間
 　当 た り

（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

1,920 施設使用料

 　 1 時 間
 　当 た り

（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

2,010

生
涯
学
習
課

社
会
教
育
係

冷房・暖房使用料 2,575 冷暖房使用料 2,690

第1会議室
施設使用料 340 施設使用料 350

冷房・暖房使用料 130 冷暖房使用料 190

生活実習室
施設使用料 445 施設使用料 460

冷房・暖房使用料 160 冷暖房使用料 240

視聴覚室
施設使用料 890 施設使用料 930

冷房・暖房使用料 325 冷暖房使用料 480

第2会議室
施設使用料 515 施設使用料 540

冷房・暖房使用料 195 冷暖房使用料 290

研修室
施設使用料 785 施設使用料 820

冷房・暖房使用料 285 冷暖房使用料 420

和室1号
施設使用料 290 施設使用料 300

冷房・暖房使用料 140 冷暖房使用料 210

和室2号
施設使用料 290 施設使用料 300

冷房・暖房使用料 140 冷暖房使用料 210

第3会議室
施設使用料 340 施設使用料 350

冷房・暖房使用料 130 冷暖房使用料 190

　　　備　　品

（営利、営業宣
伝等の目的で利
用する場合の使
用料は、料金合
計額の10割増と
する。）

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ 1列 1,000

　備品に対する
使用料は設定
しない

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾌｯﾄﾗｲﾄ 1列 300

ﾌｯﾄﾗｲﾄ 1列 300

ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1台 300

拡声装置 1式 1,500

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 1式 1,000

ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ 1台 500

ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1台 300

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ(ﾃﾚﾋﾞ含む。) 1台 500

ﾚｸﾁｬｰﾃｰﾌﾞﾙ 1台 300

金びょうぶ 1双 1,000

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 1台 200

所作台 1枚 200

パネル 1枚 50

上敷 1枚 50

温風ﾋｰﾀｰ 1台 150

映写機(ｽｸﾘｰﾝ含む。) 1式 1,500

スライド映写機
(ｽｸﾘｰﾝ含む。)

1式 500

ｵｰﾊﾞﾍｯﾄﾌﾟﾛｾﾞｸﾄ 1台 300

持込電気器具用ｺﾝｾﾝﾄ 1個 200



上山田
住　民
ホール

講　　堂

部屋使用料

 1時間当たり

（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

1,030 部屋使用料

 1時間当たり

（営利、営業
宣伝等の目的
で利用する場
合の使用料
は、料金合計
額の10割増と
する。）

1,080

生
涯
学
習
課

社
会
教
育
係

冷　房 1,335 冷房使用料 1,400

暖　房 1,440 暖房使用料 1,510

実習室

部屋使用料 305 部屋使用料 320

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 515 暖房使用料 540

第1会議室

部屋使用料 255 部屋使用料 260

冷　房 305 冷房使用料 320

暖　房 410 暖房使用料 430

視聴覚室

部屋使用料 305 部屋使用料 320

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 515 暖房使用料 540

第2会議室
（和室）

部屋使用料 205 部屋使用料 210

冷　房 255 冷房使用料 260

暖　房 305 暖房使用料 320

第3会議室
（和室）

部屋使用料 205 部屋使用料 210

冷　房 255 冷房使用料 260

暖　房 305 暖房使用料 320

第4会議室

部屋使用料 205 部屋使用料 210

冷　房 255 冷房使用料 260

暖　房 305 暖房使用料 320

第5会議室

部屋使用料 205 部屋使用料 210

冷　房 255 冷房使用料 260

暖　房 305 暖房使用料 320

      備　　品

（営利、営業宣
伝等の目的で利
用する場合の使
用料は、料金合
計額の10割増と
する。）

拡声装置 1式 1,500

備品に対する
使用料は設定
しない

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 1式 1,000

ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ 1台 500

ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1台 300

ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1台 300

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 1台 200

温風ﾋｰﾀｰ 1台 150

映写機(ｽｸﾘｰﾝ
含む。)

1式 1,500

パネル 1枚 50

持込電気器具
用ｺﾝｾﾝﾄ

1個 200

燃料利用 1時間 30



生涯学習
センター
夢サイト

かほ

ホール
関係

入場料
500円
以上

午前9時～正午 7,560

本区分の料金設定
を廃止し、加算規定
を設定。

生
涯
学
習
課

社
会
教
育
係

正午～午後5時 10,080

午後5時～午後10時 10,080

冷暖房費 1時間当たり 3,150

入場料その他これに類する料金(以下「入場
料」という。)を徴収する場合の使用料は基本
使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算
した額とする。ただし、入場料500円以下のも
のを除く。
(1)入場料2,000円未満のとき　100分の50
(2)入場料2,000円以上のとき　100分の100

研修施
設関係

大研修室
使用料

 1時間当たり
(市外者〈市内
事業所を除
く。〉の部屋使
用料について
は、50％増と
する。)

520 施設使用料

 1時間当たり

540

冷暖房費 520 冷暖房使用料 540

中研修室
使用料 420 施設使用料 440

冷暖房費 420 冷暖房使用料 440

小研修室
使用料 310 施設使用料 320

冷暖房費 310 冷暖房使用料 320

工作室
使用料 420 施設使用料 440

冷暖房費 420 冷暖房使用料 440

調理室
使用料 520 施設使用料 540

冷暖房費 520 冷暖房使用料 540

和室
(1/2)

使用料 310 施設使用料 320

冷暖房費 310 冷暖房使用料 320

和室
(全室)

使用料 520 施設使用料 540

冷暖房費 520 冷暖房使用料 540

ホー ャラ 使用料ルギ リー 1日当たり（同上） 2,100 施設使用料 1日当たり（同上） 2,200

稲築地区
公民館

講　　堂

3時間未満 1,570 3時間未満 1,890

生
涯
学
習
課

中
央
公
民
館
係

3時間～5時間 2,100 3時間以上5時間未満 2,520

5時間～10時間 3,150 5時間以上10時間未満 4,720

10時間以上 4,200 10時間以上 6,300

冷　房
基本料金 1,570

冷　房
基本料金 廃止

1時間当たり 1,050 1時間当たり 630

暖　房
基本料金 1,050

暖　房
基本料金 廃止

1時間当たり 630 1時間当たり 630

講義室
第3和室

3時間未満 840 3時間未満 930

3時間～5時間 1,050 3時間以上5時間未満 1,240

5時間～10時間 1,570 5時間以上10時間未満 2,320

10時間以上 2,100 10時間以上 3,100

冷　房 1時間当たり 360 冷　房 1時間当たり 310

暖　房 1時間当たり 260 暖　房 1時間当たり 310

第2会議室
茶　　室

生活実習室
第1和室
第2和室
中講義室
１階ロビー
２階ロビー

3時間未満 420 3時間未満 630

3時間～5時間 520 3時間以上5時間未満 780

5時間～10時間 840 5時間以上10時間未満 1,260

10時間以上 1,050 10時間以上 1,570

暖　房 1時間当たり 120 暖　房 1時間当たり 210

施設使用料 185 施設使用料 190



山田地区
公民館
下山田
分　館

第1研修室 冷　房

1時間当たり

410 冷房使用料

1時間当たり

430

生
涯
学
習
課

中
央
公
民
館
係

暖　房 305 暖房使用料 320

視聴覚室

施設使用料 205 施設使用料 210

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 305 暖房使用料 320

第2研修室

施設使用料 205 施設使用料 210

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 305 暖房使用料 320

第3研修室
（和室）

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 305 暖房使用料 320

生活実習室

施設使用料 185 施設使用料 190

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 305 暖房使用料 320

講　　堂

施設使用料 255 施設使用料 260

冷　房 615 冷房使用料 640

暖　房 410 暖房使用料 430

山田地区
公民館

熊ｹ畑分
館

研修室

施設使用料

1時間当たり

205 施設使用料

1時間当たり

210

冷　房 515 冷房使用料 540

暖　房 370 暖房使用料 380

会議室

施設使用料 205 施設使用料 210

冷　房 410 冷房使用料 430

暖　房 305 暖房使用料 320

講　　堂

施設使用料 255 施設使用料 260

冷　房 615 冷房使用料 630

暖　房 410 暖房使用料 430

稲築住民
センター

生活実習室
（燃料費含む）

3時間未満 1,600 3時間未満 1,650

3時間以上5時間未満 2,000 3時間以上5時間未満 2,200

5時間以上10時間未満 3,200 5時間以上10時間未満 4,120

10時間以上 4,000 10時間以上 5,500

【問合せ先】
　　生涯学習課…℡0948‐57‐3157
　　中央公民館（夢サイトかほ）…℡0948‐57‐0080


	社会教育

